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令和３年度市政モニター提言に対する回答について 

 

 

〇魅力集積型コンパクトシティ・水戸 

～歴史に親しみ，駅周辺で完結できる，豊かなライフスタイルが実現できるまち～ 

【１】「水戸の歴史に市民が親しみ，主体的に学べる環境」があるまち（Ｐ２） 

【２】「子育て世代が多く居住する，活力ある中心市街地（水戸駅周辺）」があるまち（Ｐ３） 

【３】水戸駅を中心とした，平日・休日を問わず家族で心身豊かに暮らせるまち（Ｐ６）  

 

〇誰もが自分らしく暮らせるまち 

～自由・安心・幸せ・豊かさは選べるところからはじまる～ 

【１】「年齢・性別・出身地等の多様性が尊重される環境」があるまち（Ｐ７） 

【２】世代やバックグラウンドの関係なく，多様な人々が安心して交流できるまち（Ｐ10） 

【３】必要な人に必要な行政サービスが届くまち（Ｐ12） 

【４】「安心して子供を産み，育てられる環境」があるまち（Ｐ14） 

【５】強い経済力のあるまち（Ｐ15） 

 

〇移住者に選ばれる文化のまち・水戸 

～文化に親しみながら，首都圏への通勤・通学ができるまち～ 

【１】首都方面に通勤・通学できる水戸市（Ｐ16） 

【２】新幹線があり交通の便が良く，都心にアクセスしやすいまち（Ｐ18） 

【３】移住者同士の交流があるまち（Ｐ19） 

【４】「芸術文化活動が盛んで，文化的な多様さが保証されている環境」があるまち（Ｐ21） 
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Ⅰ 「魅力集積型コンパクトシティ・水戸」 

 

【１】「水戸の歴史に市民が親しみ，主体的に学べる環境」があるまち 

提言１ 以下のような歴史体験教室が開催されるよう，そのような活動を行う団体等と

連携を行う。 

 

【目指す歴史体験教室の事業概要】 

・弘道館等の文化遺産を活用して市民が主体的に水戸の歴史・文化を学ぶ 

・歴史を忠実に再現する 

・水戸人のアイデンティティを強く育むため，週一回のペースで学びの場が開催

されるもの 

・本間玄調や小宮山楓軒が民衆の福利厚生に尽力した話等，水戸で誇ることので

きる歴史物語をテーマとしたものが開催されるもの 

【連携内容等】 

・県立歴史館・茨城大学などの専門家に時代考証の監修を得る際に必要となる費

用の援助 

・当時使われていた机・和綴じ本・衣服等を再現する際に必要となる費用の援助

や情報提供 

・参加者を集める広報支援等の各種協力 

・市民団体の活動の持続性向上の観点から，核となって市民団体を運営する市民

を養成するための講座を年単位で開催する 

回答： 

歴史文化財課 

 今回の提言書のテーマである「水戸市の移住・定住促進に向けた取組」におい

て，上記の御提言は，広く市民が郷土学習を体験できる環境を整えることで，市

民の郷土愛の醸成に繋がる意義のある御提言と考えます。 

 本市の歴史の中でも，江戸時代の歴史は，徳川御三家のひとつとして全国的な

知名度を誇っております。こうした発信力のある歴史的資源を活用し，歴史のま

ちとしてのブランド力の向上を図るため，本市では，平成 26 年度に，「弘道館・

水戸城跡周辺地区の歴史まちづくり基本構想」を策定し，水戸城大手門や二の丸

角櫓の復元整備及び二の丸，三の丸を中心とした歴史景観整備を推進してまいり

ました。 

令和３年６月に二の丸角櫓への通路が完成し，全ての施設の一般公開を開始し

てからは，コロナ禍においても１日の平均来場者が約 130 人を超えるとともに，

50 件以上の現地説明会や講座にも多くの方々に来訪いただいているなど，市民の

歴史や文化に対する興味や関心が高まっているところであり，より一層の郷土へ

の愛着を深めていただくことが重要と認識しております。 

そのため，令和４年度には産学官及び市民から構成する（仮称）水戸城活用推

進会議を設置し，弘道館・水戸城跡周辺地区の活用をオール水戸で進めたいと考

えております。御提案のあった団体等と連携した歴史体験教室の開催等につきま

しても，同推進会議の中で共有し，市民が歴史に親しむための事業を推進してま

いります。（歴史文化財課） 
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【２】「子育て世代が多く居住する，活力ある中心市街地（水戸駅周辺）」があるまち 

提言２ 水戸駅周辺居住者が親子共に歩いて通園できる水戸駅周辺（徒歩 15 分以内）

に，保育園，幼稚園を移設または新設する。 

また，徒歩圏内にない市内の民間及び公営の保育園，幼稚園に通園しやすくす

るため，送迎用バスを運行する。 

回答： 

幼児教育課 

御提言のとおり，将来子育て世帯が多く居住する，活力ある中心市街地とする

ため，水戸駅周辺（徒歩 15 分程度）に，保育所・幼稚園等の幼児教育保育施設が

あることは，駅周辺に子育て世帯の居住を促進する効果をもたらすことが考えら

れます。 

 現在，水戸駅北口から徒歩 15 分圏内には，保育所（民間），幼稚園（国立），幼

稚園型認定こども園（民間）が，各１か所，認可外保育施設（無償化対象施設）

が２か所ありますが，特に駅南周辺には，幼児教育保育施設がない状況です。 

 ここ数年で駅前の状況は大きく変化しており，子育て世帯が，駅周辺に住宅を

購入する事も多くなっていると思いますが，幼児教育保育施設の設置には，入園

する児童の需要を見込むことも大切となります。このため，設置にあたっては，

周辺人口や今後の需要予測等を十分に考慮したうえで，検討することとします。 

また，御提言の，送迎用バスについては，市内の多くの私立幼稚園・認定こども

園で送迎を実施しているため，保護者にとっても，選択肢が広がっているのでは

ないか思っております。 

なお，保育所においては，通園時間及び時間が世帯ごとに異なるため，送迎用

バスの運行には課題があると認識しております。 

 

 

提言３ バス運営会社に以下の要望を行う。 

 

・子育て中の親子が楽しめる水戸駅近郊施設(特に少年の森，芸術館，県立歴史館，

偕楽園，わんぱーくみと)をめぐる周遊バスを創設する。 

・当周遊バスを子どもでも一目でわかるようなデザインの外装とし，他のバスと

の違いを分かりやすくする。 

回答： 

交通政策課 

 

 

 

 

 

水戸駅近郊施設の周遊バスにつきましては，令和３年 10 月から，茨城交通偕楽

園線の一部が，水戸城址・弘道館をはじめ，市立図書館，市立博物館，水戸芸術

館，わんぱーく・みと，県立歴史館，偕楽園等を結ぶよう変更されたところです。

あわせて，国道 50 号線やその北側の国道 118 号線を循環して，わんぱーくや芸術

館へのアクセスに大変便利な茨城交通水戸市内循環線などもございますので是非

御利用ください。 

 デザインバスの御提案につきましては，茨城交通に情報提供を行いたいと考え

ておりますが，車両はダイヤ編成により他の系統にも使用されるため，利用者に

混乱をきたすことも予測されることから検討課題とさせていただきます。（交通政

策課） 
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提言４ 水戸駅周辺に居住する者に対し，タクシー（チャイルドシート付）またはカー

シェアリングを利用する際の料金への補助制度を創設する。 

回答： 

交通政策課 

 

水戸駅周辺居住者へのタクシー又はカーシェアリング利用に係る補助制度につ

きましては，補助金を出した効果が客観的に得られるかといった視点のほか，他

の公共交通の利用を阻害することのないような配慮や，自宅近辺にカーシェアリ

ングサービスがない市民の方との公平性の確保などの諸課題もあることから検討

課題とさせていただきます。 

 なお，子育て世帯に向けたタクシーのサービスにつきまして，主だった市内事

業者を対象に状況を調査いたしましたところ，妊娠中の方や三歳未満のお子様を

育てている方を対象とした「ママサポートサービス」や，お子様の送迎を代行す

る「キッズタクシー＆ベビータクシー」制度を，追加料金を要しない形で設けて

いる事業者がございますので是非御利用ください。 

 

 

提言５ 以下の道路について，ガードレール等を設置するとともに，ベビーカーでもス

ムーズに歩けるよう歩道の凹凸を解消する。 

 

・南町１丁目交差点～水戸協同病院前（幹線３号線（南町・千波線）） 

・水戸協同病院付近～梅香トンネル付近（上市 238，250，282 号線） 

・南町のリリー専門学校前～水戸第二高等学校付近（上市５号線） 

回答： 

都市計画課 

交通政策課 

道路管理課 

本市におきましては，水戸市立地適正化計画を定め，都市機能の集約と居住の

誘導などにより，すべての人が安心して暮らせる多極ネットワーク型コンパクト

シティの実現を目指しているところです。 

一方，南町２丁目及び３丁目では，白線の引き換えによって歩行者空間の拡張

を行い，安心して歩ける裏通りとする取組などにより快適な居場所づくりを目指

す，試行・実証実験「水戸まちなかリビング作戦」が令和３年 10月に開催されま

した。主催である水戸のまちなか大通り等魅力向上検討協議会は，民間団体の方

などを中心とした組織ではございますが，官民連携まちなか再生推進事業として，

本市も構成員の一員として参画しております。 

今後におきましても，官民連携による事業も実施しながら，子育て世代の方を

はじめ，全ての人にとって暮らしやすい中心市街地の形成に努めてまいります。

（都市計画課） 

御提言の路線を含む，中心市街地におけるバリアフリー化の取組としましては，

「水戸市バリアフリー基本構想」において，当該地区を重点地区と位置付け，国・

県・市町村が定める道路移動等円滑化基準に基づき，道路特定事業等を推進して

おります。しかしながら，対象区域の全長 20キロメートルの全ての生活関連経路

を直ちにバリアフリー化することは困難であるため，優先順位を定め，計画的に

整備していくこととしておりますので御理解願います。 

 また，横断歩道に接する交差点部分では，ベビーカーでもスムーズに通行しや

すい段差の少ないブロックの導入を適宜進めているところです。（交通政策課） 

御提言いただいた道路につきましては，歩道の整備や拡幅，ガードレールの設
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置等の安全対策を行うことが有効であると思われますが，現在，道路幅員が狭く

建物等が密集していることから，早急な対応は困難でありますので，ドライバー

への注意喚起を促すため，路面標示やイメージハンプを設置するなどの交通安全

対策について検討を進めてまいります。 

また，歩道の舗装等に損傷が生じていることが確認されましたので，ベビーカ

ー等がスムーズに通行できるよう修繕を行い，適切な維持管理に努めてまいりま

す。（道路管理課） 

 

 

提言６ リリー専門学校及び杉山保育付近の交差点について，歩行者用信号及び横断歩

道を設置するよう警察へ要望を行う。 

回答： 

生活安全課 

交通規制を伴う横断歩道や信号機の設置につきましては，御提言のとおり警察

の所管となっていることから，設置の決定や工事などを警察が行うこととなりま

す。 

 信号機や横断歩道の設置にあたりましては，当該交差点の通過交通量や横断歩

行者の安全が確保できるかなどの設置基準がございますので，現地調査を実施し

たうえで，窓口である水戸警察署に対し要望してまいります。（生活安全課） 
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【３】水戸駅を中心とした，平日・休日を問わず家族で心身豊かに暮らせるまち  

提言７ 以下の内容を踏まえた乳幼児向け室内遊戯施設をつくる。 

 

・水戸駅前にある駅ビルの空きスペース等を活用し，広々とした空間で親と子が

１日数百円程度で遊べ，託児サービス（有料でも可）もついた施設とする 

・乳幼児が遠慮なく走り回り，飛び跳ね全身を動かせるような施設とするため，

屋内ジャングルジム，ボールプール，室内用自転車（三輪車）等の遊び道具を備

えるものとする 

・乳幼児向け室内施設の近く（同フロア等）にフードコートや子ども用品店が出

店できるよう，関係機関と連携を図る 

・「魅力的な」室内遊戯施設にするために，施設の設置にあたっては水戸市が特定

非営利活動法人などに運営を委託し，民間業者（子どものあそびの環境づくり等

を行っている，ボーネルンド等）が監修を行うものとする 

回答： 

子ども課 

本市における子ども・子育て支援につきましては，「水戸市第６次総合計画－み

と魁プラン－」の「魁のまちづくりＮＥＸＴプロジェクト」に重点施策として位

置づけ，地域における子育て支援，多世代交流の充実を図りながら，安心して子

どもを生み，育てることができるまちづくりを進めているところです。 

 具体的には，市内の保育所などで実施している地域子育て支援拠点事業や，市

民センター子育て広場など，子育て世代が交流を図れる場の充実を進めておりま

す。屋内施設としては，平成 19 年に「わんぱーく・みと」，その５年後に，「はみ

んぐぱーく・みと」を開設いたしました。両施設では，子どもが自由に遊べる広

場や，親子で楽しめる講座の開催，保健師等による育児相談，子どもの一時預か

りなどの子育て支援を行うとともに，幅広い世代の方が交流する多世代交流の拠

点としての機能も併せ持ち，開設以来，多くの方々に御利用をいただいています。 

 さらに，現在建設中の，新市民会館にキッズギャラリーを設置し，様々な子育

て支援イベント等を定期的に実施するとともに，（仮称）西部いきいき交流センタ

ーにおいては，親子が自由に過ごすことが出来る広場などを設置する予定です。 

 御提言の，水戸市の玄関口である水戸駅前に，新たに，魅力的な乳幼児向け室

内遊戯施設を設置することは，まちの魅力を高めるため，非常に有効な施策の１

つであると認識しております。しかしながら，整備・運営には多額の費用を要す

ることから，本市といたしましては，市内のどこに住んでも身近に訪れることが

出来るよう，子育て支援機能を有する既存の施設に，新たに整備中の施設を加え，

さらに連携・活用することにより，地域における子育て支援の充実を図ってまい

りたいと考えております。 
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Ⅱ 「誰もが自分らしく暮らせるまち」 

 

【１】「年齢・性別・出身地等の多様性が尊重される環境」があるまち 

提言８ 差別や偏見・ヘイトを許容せず，多様な生き方を積極的に肯定することを，以

下の趣旨により都市宣言等で明文化する。 

 

・トランスセクシャル，外国人，障がい者など市内に存在する様々な方の考えや

ライフスタイルを尊重し合い，皆が安全かつ自由に生きることができるまちづく

りに努めること 

回答： 

政策企画課 

本市では，「水戸市第６次総合計画－みと魁プラン－」において，水戸に住む全

ての市民が安心して暮らし，幸せを感じられるまちをつくることを都市づくりの

基本理念に掲げ，多様な人材が活躍できる環境づくりや，それぞれの人権を尊重

する社会の早期実現に向けた取組を推進しているところであります。 

茨城県におきましては，年齢や性別，国籍，障害の有無，性的指向・性自認等

にかかわりなく，一人一人が尊重され，誰もが個々の能力を発揮することができ，

多様性が受容されるダイバーシティ社会の実現を目指し，県内の企業や団体，県

民が広くダイバーシティの考えを共有するため，令和３年７月から，それぞれの

実情に応じた取組を宣言する「いばらきダイバーシティ宣言」を行う企業，団体

及び自治体の募集を開始しました。 

本市においては，都市づくりの基本理念と宣言の趣旨が方向を同じくするもの

であることから，令和４年２月 11 日に「いばらきダイバーシティ宣言」に登録

し，ダイバーシティ社会の実現を目指すことをより一層明らかにしたところであ

ります。 

今後とも，年齢や性別，国籍，障害の有無などにかかわらず，市民一人一人が

互いを尊重しながら，誰もが個性と能力を発揮し，さまざまな分野で活躍できる

環境づくりに取り組んでまいります。（政策企画課） 

 

 

提言９ ジェンダー／セクシャリティへの理解を深めるため，多様性の専門家（清水晶

子氏・東京大学教授，北村紗衣氏・武蔵大学准教授，トミヤマユキコ氏・東北芸

術工科大学専任講師，清田隆之氏・文筆家など）を招いて市民を対象にワークシ

ョップ等を開催する。 

回答： 

男女平等参画課 

本市では，９月を「男女平等参画推進月間」として位置付け，毎年，ヒューマ

ンライフシンポジウムをはじめ，映画祭や市民企画講座等を開催するなど，各種

の啓発活動に積極的に取り組んでおります。 

ヒューマンライフシンポジウムについては，男女平等参画に向けて先駆的に取

り組んでいる方を講師に招き，講演会をとおして男女平等参画について市民が語

り合い，共に考える機会としております。御提言いただいた専門家の方などを講

師とすることを含め，今後も若者や男性などをはじめとする多くの方に参加いた
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だけるような内容を検討するなど，社会情勢等に適した，魅力ある事業実施に努

めてまいります。（男女平等参画課） 

 

 

提言 10 「性的マイノリティ相談窓口」や「みとちゃんミモザプロジェクト」といった，

他者に相談しにくい悩みを抱える者の心身へのストレスや不安から守るような既

存の取組を周知徹底する。 

周知にあたっては，個人の尊厳を守るために他者のサポートを強く必要とする

児童生徒学生に対して効果的に取組が伝わることを意識する必要がある。 

周知を効果的にするために，提言９のような専門家を招くワークショップ等を

行う際に関連付けて取組を周知することや，児童を守る教職員を講演の受講者と

して招いた上で，講演の演題等にする。 

回答： 

男女平等参画課 

教育研究課 

本市におきましては，男女平等参画社会の実現に向け，男女平等参画を阻害す

る問題に関する相談に応じるとともに，性的マイノリティに関する電話及びメー

ル相談を行っています。 

また，コロナ禍において件数の増加がみられたＤＶ被害や，顕在化した女性の

就労に関する問題等についての相談窓口や支援策等について，本市ホームページ

や広報みと等で周知に努めているところです。 

今後も，関係機関と連携するとともに，ＳＮＳ等を活用するなど，効果的な周

知徹底に努めてまいります。（男女平等参画課） 

教職員への周知につきましては，差別や偏見を持たない子どもを育成するため，

人権課題について理解を深め，教員としての資質及び指導力の向上を図ることを

目的に，各市立保育所，認定こども園，幼稚園，小・中・義務教育学校教職員等

を対象に「人権教育研修」を毎年実施しております。  

今後においては，教職員等に対し性的マイノリティに関する相談窓口を周知す

るとともに，多様性の専門家を招いたワークショップ等の取組を研修に取り入れ

参加者を募るなどの取組を検討してまいります。（教育研究課） 

 

 

提言 11 様々な性的指向／性自認を持つ人々の内，性的指向／性自認の悩みを持つ児童

生徒が安心して生活・登校できるように，以下の取組を行う。 

 

・LINE 等の SNS に児童生徒専用の相談窓口を設け，彼らの心身の悩みに対応し，

必要な情報を提供する。なお，実施する際は彼らの発達段階に応じた言葉・姿勢

で対応することに留意する。 

・水戸市内の公立小学校・中学校に対して，児童生徒たちに制服の着用に関して

の意見を聞き，制服のあり方を検討する。制服着用となった場合には，自身の性

自認に基づいて着用する制服を自由に選択することを可能にする。 

回答： 

教育研究課 

本市におきましては，総合教育研究所において，学校に行きづらい，みんなと

なじめない，友人関係で悩んでいる等，教育上の諸問題について相談窓口を設け，

児童生徒本人からの相談に対しても電話や面接による相談を行っております。 
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また，制服の着用やあり方等を含めた校則の内容の見直しについては，児童生

徒が話し合う機会を設け，学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況の変化に応

じて，各学校の実態に合わせて取り組んでおります。 

今後も，性的指向・性自認等，悩みを持つ児童生徒一人一人の心情に寄り添い

ながら，児童生徒が認識する性別の制服の着用を認める等，安心して学校生活を

送ることができるよう，個に応じたきめ細かな対応に努めてまいります。（教育研

究課） 

 

 

提言 12 どのような性自認の人でも安全に使用できる公衆トイレ施設を整備する。 

※水戸市の所有する施設内への増設も含む 

回答： 

男女平等参画課 

公共施設のトイレ等の整備に当たっては，性的マイノリティの方も抵抗なく利

用できるように配慮することを，「水戸市男女平等参画推進基本計画（第３次）」

に位置付け取り組んでいるところであり，今後とも性別にかかわらず誰もが抵抗

なく利用できる設備等の整備に努めてまいります。（男女平等参画課） 

 

 

提言 13 多様性を尊重するような労働環境を整える努力（男性の育休取得状況の改善・

女性の管理職登用状況の改善など）を行っている市内の企業を調査し，就職・転

職活動者に積極的に紹介する。 

回答： 

男女平等参画課 

商工課 

本市におきましては，男女平等参画社会の形成に向けた具体的行動の契機とな

ることを目指し，毎年，他の模範となる先駆的な実績を残した個人・団体・事業

所に功労賞を授与し，男女平等参画意識の醸成を図っております。受賞者等につ

いては，ヒューマンライフシンポジウムで紹介するとともに，広報みとや情報誌

等で広く周知しているところです。 

男女平等参画や女性の活躍推進については，市民や団体，事業者などのそれぞ

れの理解と行動変化が大変重要であることから，引き続き，功労賞の授与等によ

る意識向上を図るとともに，受賞者等をロールモデルとして紹介するなど，性別

にかかわらず，個性と能力が十分に発揮できる社会の実現に向けて努めてまいり

ます。（男女平等参画課） 

また，進学などで水戸を離れた学生や市外に進学を予定している高校生に，水

戸にすばらしい企業がたくさんあるということを知っていただくために，平成 29

年度から企業ガイドブックを作成，配布し，ＵＪＩターンに向けた地元企業情報

の発信に努めております。 

ガイドブック内において，社員の子育て支援に取り組む企業の認定制度である

「くるみん認定」や，女性の活躍推進に取り組む企業の認定制度である「えるぼ

し認定」等を取得している企業については，その認定マークを表記するなど，企

業の積極的な取組をＰＲしているところでございます。 

令和３年度は，ガイドブックに代わり，３月下旬に特設サイトを開設予定であ

り，引き続き，これら企業の取組を紹介してまいりたいと考えております。（商工

課） 
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【２】世代やバックグラウンドの関係なく，多様な人々が安心して交流できるまち 

提言 14 以下のような，まちの縁側が開かれるよう，そのような活動を行う団体等を支

援する。 

 

【支援するまちの縁側の活動内容等】 

・子ども，障害者，外国人，他地域からの移住者など，様々な属性の市民に居場

所を提供し，互いに偏見を持たず多様な交流を生むことを趣旨とするもの 

・一人でも訪れやすい環境づくり（カフェの併設等）を行っているもの 

・週に５日程度，朝から夕方まで開かれているもの 

【支援内容】 

・活動経費（イベント事業費，施設利用費，人件費等）を補助する。 

・行政が関わりのある団体等のうち，外国人団体や，障害者を積極的に雇用して

いる企業等への広報の協力 

・地域の活動団体を集め，専門家（先進団体の運営者など）による，活動の活性

化（子どもや障害者など特定のユーザーを対象としている団体が不特定のユーザ

ーに対象を拡大することなど）に関する研修会を開催する。 

・活動団体の運営者が，利用者（外国人技能実習生・留学生，子ども，障害者な

ど）として想定される人の生活実態や生活上の不安を調査する際には，市が保有

する情報を積極的に提供する。 

回答： 

福祉総務課 

文化交流課 

本市におきましては，地域共生社会の実現を目指し，「水戸市地域福祉計画（第

３次）」に基づき，ともに支えあい，交流が生まれる地域づくりに取り組んでいる

ところです。 

子育て支援の取組としては，子育て支援・多世代交流センター「わんぱーく・

みと，はみんぐぱーく・みと」のほか,多様な子育て支援・多世代交流を積極的に

進めているところです。また，全ての市民センターにおいて，子育て広場事業を

実施し，地域のボランティアと連携しながら子どもたちが伸びやかに多世代とふ

れあうことができる場を提供するとともに，ＮＰＯ法人等の団体が運営をしてい

る子ども食堂におきましても，高齢者を含めた幅広い年代の方との交流が深めら

れております。 

このほか，高齢者支援センターが運営協力を行っている認知症カフェや，手作

り作品の販売などを始めとする障害者の方との交流の場を目的として障害者団体

が開催している，「ふれあいの広場」への運営補助を行っております。 

さらには，水戸市社会福祉協議会において，地域の人たちがお互いに支えあい

ながら生活することのできる仲間づくりの場となる「ふれあいサロン（高齢者や

障害者）」及び「子育てサロン」の活動に対して支援し，地域住民の交流づくりを

促進しております。 

今後とも，御提言も踏まえ様々なニーズに対応し，多様な交流が生まれる場の

提供に向け，民間団体等との連携をより密にし，このような活動に対し，行政と

しても積極的に支援しながら，地域住民の交流づくりを進めてまいりたいと考え

ております。（福祉総務課） 
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令和４年１月１日現在，本市には 3,495 人の外国人市民が居住しています。新

型コロナウイルス感染症が拡大する以前は，外国人市民の人口は増加傾向であり，

現在でも横ばいの状況が続いております。 

本市における外国人市民に対する縁側的な場の提供に係る施策としては，公益

財団法人水戸市国際交流協会が，外国人市民と日本人の交流を促す「どようサロ

ン」（※）を開催しております。また，外国人市民にとって水戸市国際交流センタ

ーが利用しやすい施設となるよう，常設の相談窓口や図書の貸出コーナーなどの

設置や，日本語教室の開催も行っています。その他，外国人市民との交流促進を

目的とする団体（30団体）に対して，広報での協力や，各団体が情報交換を行う

国際交流団体連絡会の開催（年１回）など，間接的な支援を行っています。 

一方で，本市における外国人市民の実態やエスニックコミュニティの状況につ

いては，これまで調査を行っておらず，外国人市民が具体的にどのような課題を

抱えているのか，本市としてあまり把握できていないのが実情です。このことか

ら，外国人市民に対する実態調査を行うため，まずその手法について，他の自治

体を参考に研究を行っているところです。 

外国人市民が，日本人の市民と同様，地域の一員として活躍し，本市での生活

を楽しむことができるよう，多文化共生の視点から，必要な施策を進めてまいり

ます。（文化交流課） 

 

 

（※）どようサロン 

・外国人と日本人が趣味・仕事・生活などについて自由に会話する交流会 

・水戸市国際交流センター２階交流サロンで，毎月第二・第四土曜日の午後１時

30 分～３時に開催（参加費無料・事前申込不要） 

・このほかにゲストに母国の文化について話していただく交流会「アームチェア

トラベル」を年三回開催（参加費 100 円・事前申込必要） 
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【３】必要な人に必要な行政サービスが届くまち 

提言 15 水戸市職員が現行の申請主義とプッシュ型の支援の違いについて理解し，プッ

シュ型の支援をできるようにするための研修を行う。 

所属部署を問わず，プッシュ型の支援の理念や，市の職員と市民が接する際の

プッシュ型の支援を学ぶことが研修内容の趣旨になる。 

回答： 

人事課 

御提言のプッシュ型の支援の有効性を職員が理解することは，必要な行政サー

ビスが必要な方に行き届くことを実現するためには，不可欠であると考えていま

す。 

そのため，プッシュ型の支援や情報発信力強化につながるカリキュラムについ

て，庁内外の研修メニューを効果的に活用してまいります。 

 

 

提言 16 以下の申請手続きを簡素化することで，プッシュ型の支援ができるようにする。 

 

・ファミリーサポートセンターの利用について，現在は内原出張所へ行き，面接

を行わないと利用登録ができない。それを新生児訪問の際に併せて登録ができる

ように制度を改正する。 

・「妊産婦健康相談・妊産婦訪問指導」，「産後ケア」，「養育支援家庭訪問事業」及

び「子育て支援相談員」について，電話やメール，ライン内など多様な方法で利

用登録や申請等ができるようにする。 

回答： 

子ども課 

地域保健課 

ファミリー・サポート・センターの利用登録手続きにつきましては，現在，事

業の委託先である公益社団法人水戸市シルバー人材センター事務所にて実施して

おります。 

 大切なお子様をお預かりするため，登録の際は，センターの担当者が事業内容

や利用方法・料金，ルール等を直接御説明し，御理解いただいた上で，入会申込

書を御提出いただき，利用に向けた会員同士のマッチングに進む方法となってお

ります。 

 ファミリー・サポート・センターの実際の利用形態としては，幼稚園，保育所

や学童クラブの送迎など，お子様が成長されてからの利用が多くなっており，御

提言の乳幼児家庭全戸訪問の際とは，お子様の健康状態や特性，御家族の状況等

が大きく変化していることもございますので，実際の御利用の際に，御入会いた

だきたいと考えているところです。 

なお，入会申込み手続きについては，シルバー人材センター事務所のほか，コ

ロナ禍以前は「わんぱーく・みと」や，「はみんぐぱーく・みと」において受付

会を実施しておりましたので，今回の御提言を受け，利用する方の利便性に配慮

した受付方法について検討してまいりたいと考えております。 

また，本市では子育て支援サービスについてまとめた「水戸市子育て支援総合

ガイドブック」を発行しており，お子様がお生まれになるまでの間に御覧いただ
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けるよう，妊娠届を提出された際に，全員にお渡ししているところですが，今後

は，ファミリー・サポート・センターにつきましても，案内チラシを乳幼児家庭

全戸訪問の際にお渡しするなどにより，制度の周知に努めてまいります。（子ど

も課） 

妊産婦の健康相談・訪問指導，産後ケア等に関する相談につきましては，水戸

市産前産後支援センター「すまいるママみと」において，専用電話を設け，保健

師等の専門スタッフが個別に相談に応じております。 

引き続き，訪問などにより，各家庭等の状況に応じて必要なサービスの提供に

つなげてまいります。（地域保健課） 

 

 

提言 17 子育て世代が必要とする，「妊産婦健康相談・妊産婦訪問指導」，「産後ケア」，

「養育支援家庭訪問事業」，「子育て支援相談員」等の子育て支援関係について，

以下のプッシュ型の支援を実施する。 

 

・水戸市公式 LINE のセグメント配信に上記支援情報を追加する。 

・保健師による新生児訪問の中で，水戸市公式 LINE の資料を渡すだけでなく，そ

のメリットや登録方法などを伝え，登録を手伝い，その場で友達登録してもらう。 

・水戸市公式 LINE の友達登録後に子育て情報アンケートに答えて，子育て情報が

入ってくるところまで手伝う。 

回答： 

地域保健課 

みとの魅力発信課 

子育て世代が必要とする情報を該当者にプッシュ型で発信することは重要であ

ると考えており，水戸市公式 LINE のセグメント配信機能を活用するなど，これま

でも随時情報発信を行っております。御提言にあるような，産後ケアや家庭訪問

事業など，子育て関係の情報を改めて整理し，引き続き必要な情報発信を行って

まいります。 

また，現在，本市では，妊娠届出時や新生児訪問時等に，水戸市公式 LINE の登

録の御案内や，必要に応じて登録方法の説明などもさせていただいているところ

です。LINE の登録者数が増えることで，より多くの人に情報を届けられるように

なることから，引き続き LINE 登録推進に力を入れてまいります。 

今後，子育て世代にとりましてより便利になるように LINE の機能を充実させて

いくとともに，母子保健事業全体を通して，LINE 登録のメリット等をより丁寧に

御案内できるよう，庁内連携を図りながら事業を進めてまいります。 
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【４】「安心して子供を産み，育てられる環境」があるまち 

提言 18 身体的負担の多い，産前～産後 1年以内の方を対象に，民間企業の「家事代行」

サービスの初回利用は無料となる制度をつくる。 

また，サービスを提供している事業所一覧表（ファミリー・サポート・センタ

ーの案内付き）を作成し配布する。作成にあたっては，インターネットや電話等

で簡単に利用できることが望ましいことから，そのような企業を奨励するため，

事業所一覧表内にその旨を分かりやすく表示する。 

なお，育て親により「子供を預けたくない」，「家事は自分でやりたい」等多種

多様な需要があることから，金銭的支援で終わらず，身体的負担を軽減すること

を重視する点に留意する。 

回答： 

子ども課 

本市におきましては，妊娠中から産後 1 年までの母子をサポートするため，母

子保健コーディネーター（保健師，助産師）が電話や訪問などで相談を実施する，

産前産後支援センター「すまいるママみと」や，医療機関や御自宅で母子のケア

を受けることができる産後ケア事業等を実施しているところです。 

また，これまでは，公益社団法人水戸市シルバー人材センターが実施する家事

代行サービスやファミリー・サポート・センターについての御案内チラシを，第

２子，第３子がお生まれになるなど，サービスを必要としている御家庭に配付し

てまいりました。 

今後は，今回の御提言を受け，第１子の乳幼児家庭全戸訪問の際に，広く周知

していくよう改善してまいります。なお，シルバー人材センターの家事代行サー

ビスについては，事前登録をすることなく，電話だけで簡単にお申込みいただく

ことが可能となっております。家事代行の初回無料サービスの創設や民間事業所

一覧表の作成・提供につきましては，他の自治体が実施する事例等を参考としな

がら，必要なサービスにアクセスしやすくすることで，より多くの方に御利用い

ただけるよう，検討してまいります。（子ども課） 
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【５】強い経済力のあるまち 

提言 19 若い世代の人々は，綺麗な景色，カラフルなもの，珍しいものといった視覚に

訴えるものや簡単に他者と共有できる情報をＳＮＳで発信することが多い。また，

ＳＮＳの情報を基にそのまちを訪れたりする傾向がある。なお，空いた時間に情

報発信できるような簡単なものが好まれる。 

以上を踏まえ，若者をターゲットとして「視覚にアピールする」ことをコンセ

プトとした以下のイベントを関係機関と連携し実施する。実施の際には，偕楽園

を通年観光地化して交流人口を増加させるため，チームラボ偕楽園光の祭と重な

らない夏～秋に行う。 

 

【イベントの内容】 

・四季の原や田鶴鳴梅林を活用し，水戸をアピールできる地上絵を描く 

・千波湖の噴水を活用した噴水ショー（ライトアップや音楽が伴うもの）を行う。

情報拡散のため，吹き出る水の高さなど，何らかのもので日本一となることが望

ましい 

・夏は風鈴，秋は水府提灯を梅の木に飾る 

回答： 

観光課 

観光振興は，交流人口を増加させ，飲食や宿泊，土産品などの消費を生み，産

業や地域経済の活性化につながることから，本市の発展に欠かせない，重要な施

策であると認識しております。 

そのため，本市におきましては，年間を通じて，四季折々のまつり・イベント

を開催するほか，花火やライトアップ等の夜の催しを組み合わせることで，宿泊

を含む滞在型，通年型の観光施策を展開しているところです。 

また，本市の歴史や文化，まつり・イベント等の観光情報の発信につきまして

は，コロナ禍において，重要な観光施策の一つであるため，水戸観光コンベンシ

ョン協会等と連携・協力しながら，ホームページやＳＮＳなど各種広報媒体を活

用し，積極的に取り組んでいるところです。 

今回御提案いただきました，若い世代をターゲットに，視覚を中心に話題性を

創出し，興味・関心を持たせるイベントを開催することは，誘客促進とともに，

ＳＮＳでの情報拡散が期待できるなど，様々な効果をもたらす施策であると考え

ております。 

このようなことから，本市では，これまで，市内大学とタイアップをし，学生

の目線で観光施設を紹介するガイドブックを発行したほか，20～30 歳代の女性に

興味・関心を持っていただけるよう，茨城県央地域の魅力や観光資源を紹介する

ＨＰ等のデザインをリニューアルするとともに，スイーツの開発・販売を行うな

ど，若い世代をターゲットとした各種取組を実施しているところであります。 

今後におきましても，観光振興はもとより，移住・定住の促進にも意識しつつ，

水戸ならではの歴史や文化，自然といった観光資源を一層磨き上げるとともに，

様々な機会を通じて魅力を発信し，イメージアップを図りながら，若い世代など

が水戸に訪れてみたいと思っていただけるよう，観光関連事業者と一体となって，

各種観光施策の展開に努めてまいります。（観光課） 
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Ⅲ 「移住者に選ばれる文化のまち・水戸」 

 

【１】首都方面に通勤・通学できる水戸市 

提言 20 18～40 歳などの若い世代を対象に特急料金の補助を行う。 

対象者の例は，東京都区部で働いているものの内，親の介護や結婚・妊娠等を

理由として茨城県（※）へ里帰りしたい人や，転勤等で東京都区部に通う必要が

でた人，東京都区部に通学する水戸市民が挙げられる。 

特に，東京都区部から茨城県への移住を考えている若い世代や，東京都区部へ

の転居を検討している若い世代を対象にすることで東京都区部への人口流出対策

の効果が高まる。 

併せて，取組の効果を高めるため，東京都区部在住者に対して，通勤時間の短

さや通勤時の快適性が保たれ，意外と東京都区部から近いことを周知する。周知

の手段としては，東京都区部をはじめとする首都圏の不動産屋，住宅メーカーと

協力し，不動産屋等から利用者に対して，住宅検討の際に水戸市の情報を伝える

ことが出来るようにする。 

 

※出身地は他市町村であるが，移住先は水戸市とする者を念頭に置く。 

回答： 

政策企画課 

本市におきましても，将来的な人口減少が避けられない中，活力あるまちを維

持し，持続的に成長させていくためには，若い世代が，ライフステージや多様な

ライフスタイルに応じて，生き生きと暮らし続けることのできる環境づくりを進

めていくことが重要です。 

御提言いただきました，若い世代を対象とした特急料金の補助につきましては，

本市から東京圏へ通勤・通学する方の経済的な負担の軽減が図られ，本市への定

住化や新しい働き方の広がりを踏まえたテレワーク移住などの後押しとなること

が期待できるものと考えております。 

しかしながら，多くの市民が様々な手段により市外に通勤・通学する中で，特

急電車を利用する東京圏への通勤・通学者に対象を限定して助成することは，公

平性の観点から課題もあるため，慎重に検討してまいります。 

なお，現在，ＪＲ東日本では，事前にインターネットから常磐線の乗車券と特

急券をセットで申し込むと，通常価格から最大３割引で購入できる商品が販売さ

れております。東京圏からの移住促進の視点からも，関係機関と連携しながら周

知に努めてまいります。 

また，東京圏に居住する方に対する情報発信につきましては，茨城県及び都内

に移住相談窓口を置くいばらき暮らしサポートセンターと連携し，情報発信を行

っております。令和４年度は，本市ホームページのリニューアルに合わせた，移

住検討者が本市での暮らしをイメージできるような構成の特設サイトの作成によ

り，情報発信力を強化することとしております。 

東京圏の不動産会社や住宅メーカーと連携した情報発信につきましては，先進

事例の調査等を通して効果を見極めながら，連携していただける関係機関へのア

プローチ手法について，検討してまいります。（政策企画課） 
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提言 21 つくば市内へ高速バスを利用して通勤・通学する人を対象として，高速バスの

利用料金の補助を行う。 

特に，県南地域への転居を検討している若い世代を対象とすることで県南地域

への人口流出対策の効果が高まる。 

回答： 

政策企画課 

水戸市とつくば市を結ぶ高速バス「ＴＭライナー」は，本市も会員となってい

る茨城県公共交通活性化会議において，令和元年 10 月から実証実験としてスター

トし，翌年４月からは増便運行を実施している事業であります。令和２年度の実

績としましては，年間約５万人，１日当たり約 140 人が水戸市内で乗降している

状況となっております。  

利用者に対して行ったアンケート調査によると，平日の利用者のうち，約半数

が通勤のために，約１割が通学のために利用しているほか，週に５日以上利用す

る方が約３割いることから，両市間を通勤・通学のために移動する方にとって重

要な交通機関になっていると認識しております。 

御提言いただきました，つくば市内までの高速バス利用料金の補助につきまし

ては，多くの市民が様々な手段により市外に通勤・通学する中で，高速バスを利

用するつくば市内への通勤・通学者に対象を限定して助成することは，公平性の

観点から課題もあるため，慎重に検討してまいります。なお，「ＴＭライナー」は，

茨城県公共交通活性化会議による一部経費負担のもと増便運行されているもので

もあり，引き続き運行継続に努めてまいります。（政策企画課） 

 

 

提言 22 つくば市・土浦市以南への通勤・通学者を対象として，水戸駅前の駐車場，駐

輪場の利用料金の補助を行う。 

駐輪場の利用料金への補助については，水戸駅北口及び南口の自転車等駐車場

の利用定期券を購入する際に社員証を提示して減免する。 

また，駐車場の利用料金への補助については，領収書等の利用料金が分かるも

のを基に補助する。 

回答： 

政策企画課 

 

つくば市・土浦市以南への通勤・通学者を対象とした，水戸駅前の駐車場・駐

輪場の利用料金補助制度につきましては，本市から県南地域や東京圏等へ通勤・

通学する方の経済的な負担の軽減，公共交通の利用促進につながるものと考えて

おります。 

しかしながら，事業化に向けては，水戸駅前の駐車場・駐輪場を利用し，つく

ば市・土浦市以南へ通勤・通学する対象者の把握が困難なため，事業の効果が不

透明であることに加え，多くの市民が市外に通勤・通学する中で，つくば市・土

浦市以南への通勤・通学者に対象を限定して助成することは，公平性の観点から

課題もあり，慎重に検討する必要があります。水戸駅へのアクセスの利便性を高

め，水戸駅を発着する公共交通を利用しやすい環境をつくることは，本市への定

住化や多様な働き方を促進する上でも重要な取組であることから，市民ニーズを

踏まえながら，効果的な手法等について検討してまいります。（政策企画課） 

 

 



18 
 
 

【２】新幹線があり交通の便が良く，都心にアクセスしやすいまち 

提言 23 県央地域首長懇話会等，近隣市町村で行われる広域的公共交通ネットワークの

構築に関する検討会議において，国等へ新幹線の誘致に関する要望書を提出する

ことを議題として挙げる。 

新幹線の開通は大都市や国際空港とのアクセス性が飛躍することにより，国内

外からさらに多くの観光客を迎え，県内各地へ周遊させるものであるため，ひた

ちなか大洗リゾート構想のような近隣市町村の取組をより効果的にするものでも

ある。 

議題に挙げる際には，そのような近隣市町村のメリットも説明し，近隣市町村

の合意を得ることに配慮する。 

回答： 

交通政策課 

東京－日立間の新幹線整備につきましては，昭和 44 年に閣議決定された「全国

総合開発計画」において構想されましたが，翌 45年に制定された全国新幹線鉄道

整備法においては，位置付けがなされず現在に至っており，新規路線として位置

付けていくことが難しい状況にあります。 

一方で，昭和 60年の「運輸政策審議会第７号答申」により，ＪＲ常磐線の混雑

緩和，区部北東部の公共交通網の充実，沿線地域の開発促進に寄与するため，高

速輸送可能な常磐新線の整備が位置付けられ，平成 17 年に「つくばエクスプレ

ス」として開業に至りました。そのつくばエクスプレスにつきましては，県にお

いて，令和４年度から，延伸について調査検討を始めることとされております。

県央地域市町村による「いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン」においても，

広域的公共交通ネットワークの構築を位置付けており，県と情報交換を進めなが

ら，県央地域として有効な延伸の在り方について構成市町村と研究を進めるとと

もに，要望活動等について検討してまいりたいと考えております。（交通政策課） 
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【３】移住者同士の交流があるまち 

提言 24 以下の内容を踏まえた移住者向け交流イベントを開催する。 

 

・参加者を年代別，属性別（独身，既婚，子どもの有無など）で分けたものと混

合の２種類を用意する 

・属性別としては，「○○県人会」など出身地別のもの，趣味・カテゴリー別など

細分化したものも検討し，水戸市内での横の繋がりを強化する 

・各関係機関などの力を活用し，参加者がより楽しめるイベントとする 

回答： 

政策企画課 

地域コミュニティは，住民同士がお互いに助け合いながら，様々な地域課題を

解決し，住みよいまちづくりを推進していくために重要なものです。しかしなが

ら，様々な不安を抱えて暮らし始めた移住者の方にとっては，既存の地域コミュ

ニティに参加していくことに心理的なハードルがあることも想定されます。 

御提言の取組は，移住者同士が交流を図るイベントの開催を通し，既存の地域

コミュニティへの参加や新たな地域コミュニティ形成のきっかけづくりを行い，

移住者が暮らしやすい環境を創出するとともに，移住者の視点から本市の暮らし

に関する御意見をいただく機会にもなるものと認識しております。 

そのため，効果的な実施手法を検討しながら，移住者交流会の実施に向けた取

組を進めてまいりたいと考えております。（政策企画課） 

 

 

提言 25 移住者向けのＳＮＳアカウントを作成し，以下のような移住促進に特化した情

報配信等を行う。 

 

・市政情報 

・くらしに役立つ情報 

・水戸の魅力（まちのおしゃれさ）など 

・移住者へのインタビューを通した，カフェなどの個別の店舗に関する情報（地

図を付けるなど，どこに店舗があるかを分かりやすく紹介する） 

・水戸市や茨城県に関する情報の拡散（リツイート等） 

回答： 

みとの魅力発信課 

移住促進に特化した情報発信につきましては，今年９月に予定している本市公

式ホームページのリニューアル時に，移住・定住特設サイトを公開するという形

で準備を進めております。特設サイトの中では，御提言の，移住者の暮らしに役

立つ情報や，移住者インタビューといったコンテンツも盛り込む予定です。 

こうしたホームページによる情報発信のほか，御提言のとおり，移住者が手軽

に情報を取得できるＳＮＳを通した取組も，大事なものであると考えております。 

現在，本市公式ＳＮＳにおいて，市政情報や魅力情報を発信しているほか，御

近所ＳＮＳ「マチマチ」を運営する株式会社マチマチと協定を締結し，転入者向

けにマチマチのチラシを配布するなど，活用を図っております。特にマチマチで

は，一般的なＳＮＳと異なり，近所に住む利用者同士でのみ投稿内容を閲覧する

ことができることから，本市へ新たに移住してきた方にも同ＳＮＳの利用が広が

っており，おすすめのお店や病院の情報，子育てに関する情報等を交換する場面
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も多くみられます。 

今後，移住者に対する情報発信の強化に向けて，本市ホームページや本市公式

ＳＮＳのさらなる活用を図ることとあわせ，移住者向けに特化したＳＮＳアカウ

ントの作成についても，既存のＳＮＳとのすみ分け等の課題や取組の効果等を含

め，総合的な検討を進めてまいります。（みとの魅力発信課） 
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【４】「芸術文化活動が盛んで，文化的な多様さが保証されている環境」があるまち 

提言 26 深作欣二関係資料（※）や地域で活動する文化的なサークル・団体の力等を活

用して，深作欣二生誕 100 周年となる 2030 年に以下の内容の「深作欣二生誕 100 

周年事業（仮称）」を実施する。 

 

・「310＋1 シネマプロジェクト」と連携し，深作監督作品の上映会を新市民会館

や水戸芸術館で行う。 

・深作健太氏（深作欣二の子，映画監督）を招き講演会を開催し，深作作品の世

界観の多面的な魅力（戦争・軍隊批判を中心とした普遍的なヒューマニズムのテ

ーマを保ちつつ，それを質の高い多様な物語として昇華させている点など）を周

知する。 

・上記資料と深作作品の繋がりが分かるように，谷田部智章氏（講座「水戸出身

映画監督 深作欣二」の講師）によるワークショップを開催する。 

・深作欣二の思想や映画作成のノウハウなどが読み取れる「深作欣二特別記念室」

内資料群の情報を学識経験者等と協力してとりまとめ，2030 年までに冊子ないし

書籍を刊行する。 

生誕 100 周年に際しては，全国的に知名度の高い文芸雑誌等で深作関連の特集

記事が組まれることも想定されるため，企画提案や情報提供を行う等，民間の出

版社と積極的に連携する。 

 

※『深作欣二特別記念室』及び『深作欣二コレクション』内資料群のこと 

回答： 

中央図書館 

深作欣二監督は，日本を代表する映画監督の一人であり，また，本市出身の偉

人の一人でもあります。 

代表作には，原爆投下後の広島のまちを舞台にした「仁義なき戦い」シリーズ

があり，ほかにも，スターと大部屋俳優の友情を描いた「鎌田行進曲」や忠臣蔵

と四谷怪談を融合させた「忠臣蔵外伝 四谷怪談」など，多くの人に親しまれた

作品が数多くあります。 

平成 15 年に監督が亡くなられ，平成 21 年に早苗夫人と，長男で同じく映画監

督の健太氏から，深作欣二監督の蔵書や映画作品にゆかりのある品々を含む遺品

が本市に寄贈されました。 

現在，中央図書館内に深作記念室を設け，これらの寄贈品を保管するとともに，

希望者に対して，随時公開しています。また，寄贈品の一部を中央図書館及び見

和図書館において，常時公開しています。 

今後とも，本市出身の深作欣二監督の業績を多くの方に伝えるため，寄贈品の

公開を継続していくとともに，御提言にある生誕 100 年となる 2030 年には，本市

を含め，全国各地で様々なイベント開催が見込まれることから，専門家や研究者

の方とも連携し，これらの調査・研究を進めながら，有効な活用方法を検討して

まいります。（中央図書館） 
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提言 27 文化振興上重要な新市民会館に図書館資料（※）の常設展ブースを開設し，以

下のとおり展示する。 

 

・深作コレクションについては，蔵書類の中から監督の代表作に特に関連の深い

資料を展示する。 

併せて，これまで知られていなかった監督の作品構想のプロセスが可視化でき

る資料を研究したものなどの蔵書の研究成果も展示する。 

・大岡コレクションの場合は，水戸芸術館初代館長である吉田秀和との交流等が

可視化できる資料が存在すれば，それらを展示することが望ましい。 

 

※『深作欣二特別記念室』，『深作欣二コレクション』及び『大岡昇平コレクショ

ン』内資料群のこと 

提言 28 大岡昇平研究の専門家（立尾真士氏，宮澤隆義氏など）を講師に招聘し，大岡

昇平コレクションの水戸市への寄贈を大岡の遺族に勧めたとされる吉田秀和と大

岡昇平との関係性等を解説してもらうことを通じて，「大岡昇平コレクション」の

文化的価値を学ぶワークショップや講演会を開催する。 

提言 29 上記資料群の調査・研究に専従する研究者を雇用する。 

※会計年度任用職員制度を活用する可能性も視野に入れる。 

回答： 

新市民会館整備課 

中央図書館 

【提言 27について】 

御提言いただきました新市民会館における深作欣二氏に関する顕彰事業の実施

につきましては，2023 年７月に開館する予定の新市民会館においては，常設展示

を行うためのブースを設計していないことから，常設展示は難しいところです。 

しかしながら，本市出身の著名な映画監督である深作欣二氏に関し，特に若い

世代を中心にその作品や功績をあらためて知っていただくことは，有意義なこと

と考えております。 

そのため，本市が深作氏の遺族から寄贈いただいた貴重な資料の公開と同氏の

作品の上映などの企画展については，新市民会館の指定管理者である株式会社コ

ンベンションリンケージと連携して，検討してまいります。 

また，芸術文化分野において多大な功績をあげられた大岡昇平氏についても，

遺族から寄贈を受けた貴重な資料を東部図書館にコーナーを設けて展示しており

ますが，深作氏と同様に，新市民会館における展示など利活用について検討して

まいります。（新市民会館整備課） 

 

【提言 27，28 及び 29 について】 

大岡昇平氏は，日本文学史上に大きな足跡を残した昭和を代表する作家の一人

であり，また深作欣二監督は，日本を代表する映画監督の一人であり，本市出身

の偉人の一人でもあります。 

平成元年と平成 21年，それぞれの御遺族から，愛用品やコレクションの品々を

本市に御寄贈いただき，現在，水戸市立図書館内に常設の展示ケース等を設け，

利用者の皆様に公開しています。 

今後，図書館で開催するイベントにおいて，寄贈品を展示，紹介するなど，更
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なる有効活用を図るとともに，専門家や研究者の方とも連携し，これらの調査・

研究を進め，資料の収集・整理に努めてまいります。（中央図書館） 

 

 

提言 30 水戸市の情報発信にＳＮＳを活用し，市内図書館の蔵書情報を定期的に紹介す

る。 

※水戸芸術館の催事情報の発信と同様の方法による。 

回答： 

中央図書館 

市内図書館の蔵書情報の紹介については，現在，図書館のホームページから，

キーワードを使った蔵書の検索が行えるほか，各図書館では，季節や話題のテー

マに関連した蔵書を展示するコーナーを設け，図書展示の情報をホームページに

掲載するなど，興味を持った市民の皆様が，資料に出合うことができるよう努め

ているところです。 

御提言のＳＮＳを活用した情報発信については，水戸芸術館の催事情報発信方

法等を参考にしながら，本市ホームページやＳＮＳを活用し，定期的に資料を紹

介し，図書館の蔵書資料の利用促進を図ってまいります。（中央図書館） 

 

 

提言 31 任意のテーマ（図書館のほりだしもの資料，ジェンダー／フェミニズム，水戸

の歴史など）に即して，図書館の蔵書を選び，紹介するイベントを行う。 

講師については，必要に応じ大学に所属する研究者等との連携も視野に入れる。 

回答： 

中央図書館 

御提言の任意のテーマに関連した図書の展示や情報発信については，毎月，各

図書館で季節や話題のテーマに合わせた図書展示を行い，展示した図書のテーマ

を本市ホームページへ掲載しております。また，歴史講座などを開催した折には，

図書館蔵書の中から関連するテーマの図書を展示し，参加者や来館した市民の皆

様が，様々な図書に出合えるよう努めているところです。 

今後も市民の皆様に図書館資料を活用していただけるようなイベントの開催や

蔵書の情報発信を行ってまいります。（中央図書館） 

 

 

 

 

 

 

 


